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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 

電力・ガス基本政策小委員会 

第 31回ガス事業制度検討ワーキンググループ 

 

日時 令和５年６月 13日（火）16：00～17：10 

場所 オンライン開催 

 

１．開会 

 

○野田室長 

定刻となりましたので、ただいまより、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会

電力・ガス基本政策小委員会第 31回ガス事業制度検討ワーキンググループを開催いたしま

す。 

ガス市場整備室長の野田でございます。委員及びオブザーバーの皆様方におかれまして

は、ご多忙のところ、ご出席をいただき誠にありがとうございます。 

本日もオンラインでの開催でございます。ウェブ中継も行っており、そちらでの傍聴が可

能となっております。 

それでは、以降の議事進行を山内座長にお願いいたします。 

 

２．説明・討議 

都市ガスのカーボンニュートラル化について 

自由討議 

 

○山内座長 

山内でございます。よろしくお願いいたします。 

まず、議事次第をご覧いただくと、今日の議題は都市ガスのカーボンニュートラル化につ

いてということであります。これは、前回、事務局から骨子案の提示をしていただいて、そ

れで皆さん、委員からご意見をいただいたというところであります。 

それで、本日は、前回の委員の意見を踏まえて、事務局が中間整理の案をまた作成してい

ただきましたので、これについてご議論いただくということであります。議事次第にありま

すように、まずは取りまとめについてご議論いただいて、そのほかの意見については自由討

議ということで、別途やりたいというふうに思います。 

それで、まずは資料４－１の中間整理（案）について、事務局からご説明いただきたいと

いうふうに思います。よろしくお願いします。 

○野田室長 

それでは、資料の説明をさせていただきます。 
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本日、資料として、資料３、資料４－１、資料４－２を配付させていただいております。 

まず、資料３につきましては、前回までの本ワーキングでの委員、オブザーバーの意見を

項目ごとに整理したものでございまして、前回、第 30回の議論も反映しつつ、前々回以前

のご発言の内容についても、改めて、委員、オブザーバーの皆様に確認をお願いして、今回

準備をさせていただいたものでございます。個別の説明はいたしませんが、手元に置いてご

覧をいただければと思います。 

資料４－１が、前回の骨子案についていただいたご意見を踏まえて、体裁を報告書の形に

いたしまして、いただいたご意見を追記したものでございます。 

資料４－２は、参考資料という位置づけでございます。これまでの審議で使用いたしまし

たパワーポイントの資料を、適宜、参考資料としておつけをしたものでございます。新しい

資料ということではございませんので、これも全体の中間整理の参考ということで、ご覧を

いただければと思います。 

それでは、資料４－１を説明させていただきます。 

「都市ガスのカーボンニュートラル化について 中間整理（案）」でございます。２ペー

ジをご覧ください。 

まず１．都市ガスのカーボンニュートラル化の必要性というところで、最初の項目でござ

います。２ページまで行っていただけますでしょうか。こちらは、網かけをしている部分が、

委員からのご発言を追記した部分、また、全体の中で文意を整えるために事務局のほうで追

記をしたもの、これらを網かけとさせていただいております。 

また、適宜、脚注という形で、テクニカルな補足をさせていただいている部分もございま

す。特に、脚注の中で、委員のご指摘、ご発言を踏まえて追加したものについては、同じく

網かけをしているということでご覧をいただければと思います。 

まず１ポツ目でございます。こちらに、約６行ほど追記をしているところでございます。

こちらは前回、草薙委員、そして日本ガス協会の早川オブザーバー、またＩＮＰＥＸの山本

オブザーバーからいただいたご意見を反映して書かせていただいたものでございます。読

み上げさせていただきます。「また、都市ガスのカーボンニュートラル化の道筋を示し着実

にこれを進めることは、現在石炭等の化石燃料を使用している製造業等における、より二酸

化炭素の排出が少ない天然ガスへの燃料転換の動きを促進することにもつながり得る。さ

らに、カーボンニュートラルな都市ガスの供給を開始することで、熱の脱炭素化を必要とし

ている国内製造業等に対して都市ガスのカーボンニュートラル化の道筋を早期に示すこと

は、製造業等の日本国内生産の維持という点でも重要である」でございます。 

続きまして、２．カーボンニュートラル化の手段というところでございます。今見ていた

だいている（１）供給するガス種の変更を伴うものという項目でございますけれども、ここ

では代替のガスということで、合成メタン、バイオメタン、そしてメタン以外のガス体エネ

ルギーとして水素の紹介をしているところでございますけれども、「なお」以下ということ

で、ＩＥＡがこういった三つのガスを総称して、「Ｌｏｗ－ｅｍｉｓｓｉｏｎ ｇａｓｅｓ」
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というふうにも呼んでいるということについて言及をさせていただいております。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

こちらの②で、バイオメタンについて記載をしておるところでございますけれども、網か

けで追加をしておりますのは、このバイオメタンが海外ではＲＮＧ（ｒｅｎｅｗａｂｌｅ 

ｎａｔｕｒａｌ ｇａｓ）という呼ばれ方をしていることもあるということを追記させて

いただきました。 

続きまして、５ページまで進んでいただければと思います。 

こちらはメタネーション、合成メタンに関する章の部分のうち、特に欧州の状況を説明し

た③の部分のイのところでございます。欧州におけるメタネーションの実証等の動向につ

いて記載した部分でございます。 

こちら、「欧州におけるメタネーションの実証の一部は、バイオメタン製造の補完又は一

環として取り組まれている」と書いておるところでございますけども、その前のところに、

その根拠として、バイオエタノールプラントや下水処理等からのバイオガスからの二酸化

炭素を用いるという実証が多いことからそういったことが言えるということを補足させて

いただくために、事務局のほうで追記をさせていただきました。 

続きまして、６ページまで飛んでいただければと思います。 

（４）こちらも合成メタンの部分でございますが、合成メタンの利用に係る二酸化炭素の

排出の扱いについて書いたところでございます。６ページから７ページにわたって書いて

あるところでございますけれども、ここに、ご覧いただいている３行を追加させていただい

ております。「燃焼の際に二酸化炭素が排出される点はバイオマスも同じであるが、バイオ

マスについては、燃焼時に二酸化炭素が排出されてもエネルギー利用時の排出として取り

扱わないことが、様々な制度・ルール等で一般的である」ということを入れております。 

こちら、７ページをご覧いただけると、一方で、合成メタンはそうではないということが

書かれているわけでございますけれども、同じように、燃焼時に二酸化炭素を排出するけれ

ども、バイオマスについては既に様々な制度・ルール等においての扱いが決まっているとい

う一方で、合成メタンについては、そのような制度・ルール等における明確な定めがないと

いうことについて、その対比というところを明らかにするという観点から、事務局のほうで

この４行を追加させていただいたところでございます。 

次に、10 ページまで飛んでいただければと思います。ここはバイオメタンに関する記載

の部分でございます。 

まず（３）バイオメタンの製造・供給コストについて言及した部分でございます。ここも

事務局のほうで、情報を追記させていただいております。 

もともとの骨子の部分で、このバイオメタンの製造・供給コストというものが、バイオマ

スの種類によっても異なってくるということを書かせていただいておりますけれども、こ

のバイオメタンの原料となるバイオマスの種類として、廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物、

エネルギー植物など多様なものがあるといったところを補わせていただきました。 
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また、同じく 10ページの下段でございます。（４）です。海外のバイオメタン利用・導入

促進策の動向ということで、ＥＵの導入目標について言及した部分でございます。こちらは、

前回、二村委員から、ＥＵにおいてバイオメタンがどういった用途に使われているのかとい

うことの記述を補強してはどうかというご意見を賜ったところでございます。ここに６行

を追加させていただいております。「ＥＵでは、これまでバイオガスを発電用や暖房・給湯

用の燃料として直接燃焼する利用が主であったが、バイオガスをバイオメタンにアップグ

レードし、導管に注入して都市ガスとして利用したり、天然ガス自動車用の燃料として利用

するといった取組が始まっていたところ、ＲＥＰｏｗｅｒＥＵの方針により、今後は、バイ

オガスをバイオメタン化してガス導管に注入し利用する取組がより一層推進されることが

予想される」というのを追加しております。 

続きまして、大分飛んでいただきまして、16ページまで飛んでいただければと思います。

ここは、６章の、今後の検討の方向性ということについて書かせていただいたところでござ

います。 

脚注をご覧いただければと思います。脚注の 12でございます。こちら、前回の議論の際、

二村委員から、標準熱量の話について、制度的な整備の話も記載をしたほうがよいのではな

いかというご意見をいただいたところでございます。私も前回その場でもお話をさせてい

ただいた内容でございますけども、改めて 2021年３月にこのワーキングで取りまとめまし

た「熱量バンド性に関する検討の結論」を脚注に確認的に追記をさせていただいております。 

続きまして、18ページまで飛んでいただければと思います。 

こちら、合成メタンの項目でございまして、利用に係る制度等の整備・調整といったとこ

ろでございます。こちらにつきましては、前回、経団連の小野オブザーバーと日本ガス協会

の早川オブザーバーのご発言を踏まえて追記をさせていただいております。 

合成メタンの利用に係る制度等の整備・調整ということにおいて、「日本のカーボンニュ

ートラル化に資するカーボンリサイクルに係るルール等の実現のため」ということに続き

まして、網かけの部分の追記でございます。「国際的なルール作りを主導するという観点か

ら、先行する日本企業による海外での合成メタン製造プロジェクトを具体事例として、関係

省庁や関係企業・団体が連携して取り組むことが重要である」というふうにさせていただい

ております。 

続きまして、同じページの下段のほう、バイオメタンについて書いてあるところでござい

ます。 

こちらは、前回の松村委員のご発言、バイオメタンの促進策を早急にＲＰＳといった規制

も含めて検討すべきであるというご意見と、小野オブザーバーからいただきました、同じく

バイオマス資源の地域的な偏在性といったところも念頭に置きながら、同じく日本全体と

しての都市ガスのカーボンニュートラル化の促進という観点から規制的な手段といったこ

とも含めて検討すべきというご意見をいただいたと思っております。こちらに、網かけの２

行を追記させていただいております。「バイオマス資源の地域的な偏在を念頭に、日本全体
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としての都市ガスのカーボンニュートラル化促進が重要である」というふうに追記をさせ

ていただいております。 

同じく 18ページの脚注でございます。こちらは橋本委員からいただいたご意見と、同じ

く小野オブザーバーからいただいたご意見でございます。バイオガスの対策をやることの

意義でございます。「バイオガス利用によるメタン排出の削減が、地球温暖化防止の国内対

策の面でも適切に経済的に評価されることが重要」ということを注記をさせていただいて

おります。 

最後に 19ページをご覧ください。 

（４）都市ガスのカーボンニュートラル化に係る制度・仕組みの検討というところでござ

います。こちらにつきましては、松村委員から、水素・アンモニアと合成メタンとの制度設

計のバランスということでございますとか、早川オブザーバー、そして東電ＥＰの結城オブ

ザーバーのほうからも、そういった公平性というような、エネルギー間の公平性といったご

発言をいただいたところでございますので、従前の案では「事業者間、そしてカーボンニュ

ートラルなガス間の競争」というふうに書かせていただいていたところ、網かけの部分でご

ざいますが、「及び脱炭素エネルギー間の公平な競争」といったことを追記させていただい

たところでございます。 

以上が、骨子案から中間整理の報告案での変更点でございます。 

私からの説明は以上でございます。 

○山内座長 

ありがとうございました。中間整理（案）をご説明いただきました。 

基本的に、前回の部分から皆さんのご意見を反映させる形で修正があった、それについて

のご説明であります。事前に事務局ともやり取りさせていただきましたけれども、前回のご

意見、かなり適切に反映されているのではないかというふうに思っております。 

それで、さっき言いましたけれども、まずはこの中間整理（案）の文案、これに対してご

議論いただきたいと思います。これに限定してですね。 

それで、全体的なご意見とか、あるいはご指摘については、全体的というのは、この原案

とは別に、一般的なご意見とかご指摘については後ほど伺おうというふうに思います。 

それでは、いかがでございましょう。どなたか、これについてのコメントは何かございま

すでしょうか。Ｔｅａｍｓのチャット欄、コメント欄、ここで名前と発言ご希望というふう

にいただければ、私のほうから指示といいますか、こちらからご指名させていただきます。

いかがですか、どなたかいらっしゃいますか。 

草薙委員、どうぞ。 

○草薙委員 

ありがとうございます。草薙でございます。 

今回示されました案の文章に異論はございません。短期間で非常にうまくまとめてくだ

さったことに感謝します。私が前回発言しました部分につきましても、分かりやすく、しか
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し冗長でない形で書いていただいたと思っております。感謝します。 

思いますに、まず２ページの 32行目、合成メタンというところで、しっかりと合成メタ

ンというものを端的に説明していただいている。そして、合成メタンということのイメージ

というものをしっかりと持っていただくということで、丁寧な説明が続いていくというこ

となんですけども、何もご存じない方に知っていただくという観点から、４ページの脚注の

２に「メタネーション技術としては、水素と一酸化炭素を化学反応によりメタンに合成する

技術も存在」というふうにございまして、決してスマートな書き方をされているんじゃない

と思うのですけども、このくらいくどいように書いていただくということがあって、ちょう

どいいのではないかというふうに思いました。 

この中間整理を用いて、また啓蒙活動がなされるというようなことも重要ではないかと

思います。基本を踏まえるということをもって、世の人にこのことを知っていただくという

ことになりますので、こういう書きぶりということは、私は、スマートではないかもしれま

せんが、受け入れられるというふうに思っています。 

それから、併せて参考で資料を、パワーポイントのものをつけていただいております。資

料の４－２でございますけれども、こちらの、これはもう単なる誤植だと思うんですが、21

ページの参考 21が、ＲＷＰｏｗｅｒＥＵというふうになっている、これはＲＥということ

だと思いますので、せっかくこれだけの参考資料をつけてくださっていますので、ちょっと

誤植が見つかりましたよという指摘だけでございます。また善処していただければと思い

ます。 

どうもありがとうございました。 

○山内座長 

ありがとうございました。それでは、次に松村委員、どうぞご発言ください。 

○松村委員 

松村です。聞こえますか。 

○山内座長 

はい。聞こえています。 

○松村委員 

全体的なコメントは後でということですが、これからするコメントは不可分なものなの

で、全体的なコメントも含みます。座長の整理と反することを言って申し訳ありません。そ

れでも具体的にここは直してほしい点についてのみ申し上げます。 

６ページ目、事務局から追記されたこの文章は、６ページ目の最後です。この文章は、私

は不満です。正しいことは書いてある。燃焼の際に二酸化炭素が排出されるのは、バイオも

e-methaneも同じだと。でも、バイオのほうはルールとして原則としてゼロとカウントする

と整備されている。一方、合成メタンのほうはまだ未整備だという認識は、うそではないけ

れど、相当まずい認識だと思いますし、このような文章が出てくること自体にとても危機感

を持っています。 
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まず、バイオに関して言えば、二酸化炭素をそもそも植物が吸収して、どういう過程を経

るかは別として、その吸収されたものが燃やされて出てくるのだから、吸収のときにマイナ

スカウントしないのと、併せて燃焼のときにもマイナスカウントしない。つまり、プラスで

もマイナスでもなくネットゼロになっているというのは、分かりやすい。e-methaneは、そ

もそもそれ自身は、ネットゼロではありません。ネットゼロではないというのは、二酸化炭

素を排出するのが、例えば、化石燃料を燃やした二酸化炭素を吸収し、その炭素を原料にし

て e-methaneを作るのであるならば、化石燃料をそのまま燃やし、ガスも化石燃料を使うの

に比べれば、二酸化炭素の排出量は半減していると言えるのかもしれない。したがって、低

炭素だとは言える。天然ガスに比べても、さらに低炭素だとは言えると思います。しかしこ

れはネットゼロではありません。 

だからこそ、ダブルカウントにならないように、ルールが必要なわけです。バイオについ

ては、そのようにルールが設定されたから燃焼時に二酸化炭素がカウントされないのでは

なく、これはそもそもネットゼロの燃料だからカウントされないと整理されている。つまり、

ルールの問題ではなく実態の問題のはずです。 

この文章が e-methane がそれ自身バイオメタンと同様にネットゼロエミッションという

誤認を振りまくとすると、この報告書の罪はとても重いと思います。e-methaneそのもので

はなく、その炭素を、例えばＤＡＣで持ってくるだとか、バイオ由来で持ってくるだとか、

そういうことをするからネットゼロになる。本当の意味でネットゼロになっているとすれ

ば、そもそもその排出をどこに帰属させるのかなどという議論もする必要もなく、当然ゼロ

エミッションということになる。その点、過渡的には、確かに化石燃料や燃やしたものを回

収する格好でやるから、まさにこういう問題が起こる。これは制度の問題ではなく、まさに

実態の問題。したがって、このような記述だと、バイオはルールがそう設計されているから

ネットゼロだという誤認を招きかねない。なんでわざわざこんなものを記述として加える

のか、実態が違うのに、ということを、私はとても疑問に思っています。 

報告書全体として、もうこれ以外のところは今さら変えるべきとは思わないけれど、最終

的に、過渡的なトランジションとしてはともかくとして、最終的なネットゼロというところ

では、本来はＣＯ２の由来に関してちゃんと考えないと、合成メタンそのものはネットゼロ

エミッション社会のピースにならないことを業界もきちんと認識する必要があると思いま

す。 

なぜ、こんなことをしつこく言っているのかというと、省エネ小委で、実際に、この点に

ついて、私ではなく別の委員が厳しい指摘をしたのに対して、ガス協会の回答がとても曖昧

だったと受け取られていることに危機感を持っているから。その危機感を前提とすると、こ

の記述というのはマイナスが大きい。再検討する必要があると思いました。 

以上です。 

○山内座長 

ありがとうございます。今の点について、後ほど事務局と、ご回答をいただきながら相談
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したいと思います。 

次は大石委員、どうぞご発言ください。 

○大石委員 

ありがとうございました。聞こえておりますでしょうか。 

○山内座長 

聞こえております。 

○大石委員 

すみません。実は今、松村先生がご指摘になった点、まさしく、ここの部分についてご意

見を申し上げようと思っておりました。 

すみません、前回の会議に欠席し意見としては何も出していないまま、この報告書を拝見

しました。私の意見は、松村委員の意見とは少し違いますが、とにかくカーボンニュートラ

ルに関する考え方というのが、今、大変厳しくなってきているということを認識する必要が

あるという意味での発言です。今ここでは、バイオマスについては、燃焼時に二酸化炭素が

排出されてもエネルギー利用時の排出として取り扱わないことが様々な制度、ルール等で

一般的であるとなっていますが、実はもうＥＵなどでは、植物などを、ただ単に燃やしても

カーボンニュートラルと認めるというよりも、さらにその先、植林などをして、ＣＯ２をち

ゃんと吸着できる状態になっていて、初めてこれはカーボンニュートラルと言えるのでは

ないかという話になりつつあります。バイオマス自体のＣＯ２の換算方法というのも厳しい

目が向けられています。 

そういう意味では、ここは、バイオマスについては、今はネットゼロだけれどもというよ

うな書き方ですが、一般的ではあるが、さらにそのＣＯ２の換算については厳しい見方があ

ると書くべきではないかと思います。ですので、先ほど松村委員もおっしゃいましたけれど

も、合成メタンについても、そのＣＯ２の取扱いについては、やはり厳格に、慎重にすべき

であると繋がるのではないかなと思いまして、一言申し上げました。 

それから、すみません、もう一点、最後のところ、19 ページの 11 行目から 18 行目、新

たに加えていただいている部分です。確かに、都市ガスのカーボンニュートラルに関する制

度・仕組みの検討というのももちろん重要なんですが、先ほども少しお話がありましたけれ

ども、最終的には、これを使う需要家というか消費者が、きちんとその辺りを理解して選べ

るかというところが重要になってきます。そのためには、先ほどから出ています実際にＣＯ

２の換算をどう計算しているのかということも大変重要になってくると思いますので、制

度・仕組みに加えて、需要家への説明というのが重要であるということも入れていただけれ

ばというふうに思いました。 

以上です。 

○山内座長 

ありがとうございます。この件についても、後ほど、また事務局とやり取りしたいと思い

ます。 
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次、小林委員、どうぞ。 

○小林委員 

ありがとうございます。前回の取りまとめからさらにブラッシュアップされて、大変いい

かと思います。 

先回も書かれていましたけれども、17 ページの今後の検討の方向性の中で、合成メタン

の位置づけ等について、しっかりと、製造技術開発に対する支援の意義と、それから製造コ

スト・供給価格への留意ということがはっきり書かれているということについては、やはり

大変いいかなと思いますし、特にその②のところで、2030年、2050年というように、啓示

的な時間経過に対してもしっかりと書かれているということについても、2050 年の姿を、

2050 年のカーボンニュートラルの世界を実現するためにも、ちゃんと経時的なことが考え

られているということで、大変いいかと思います。 

また、19 ページの最後の修正事項のところで、事業者間において、それから脱炭素エネ

ルギー間の公平な競争と新規参入によるビジネスのダイナミズムが生まれたという追記が

ありましたけども、特にこの事業者間、それから脱炭素エネルギーの間、この公平なという

観点については大変重要だと思っていまして、これは、今回は都市ガスに関する議論であり

ますけれども、工業ガスも含めて、こういった観点が必要でございますので、ここの追記に

ついては大変高く評価しております。 

以上でございます。ありがとうございます。 

○山内座長 

ありがとうございます。失礼しました。 

次は、武田委員、どうぞ。 

○武田委員 

聞こえますでしょうか。 

○山内座長 

聞こえております。 

○武田委員 

前回、欠席しまして申し訳ございませんでした。前回、質問をすべきであったのですけれ

ども、申し訳ありません。記述の意味について、教えていただきたい箇所がございます。 

具体的には 16ページなのですが、３行目に、ただしということで、「ただし、ＥＵの国家

補助は、法制度面での競争的ガス市場の整備と一体のものとして理解する必要がある」とい

うふうに書いていただいているのですけれども、この意味についてご教示いただければと

思います。 

以上です。 

○山内座長 

それも、すみません、後ほどまとめてということで。 

次は、オブザーバーの方はあれですけれども、委員を優先して、木山委員、どうぞご発言
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ください。 

○木山委員 

木山です。よろしくお願いいたします。 

私は、最後の「規制・支援一体で、具体的な検討を行う」という点についてですが、先ほ

どの合成メタンの環境価値をどのように評価するのかというところを含めて、これから

色々と制度面で考えていかなきゃいけないところがあると考えています。今後、どのような

規制・制度となるのかという点とどのような支援があるのかという点が、事業者にとっては、

合成メタン等の取組みを進めて行くに当たっては、重要な要素であると思います。そのため、

拙速にならないようにではありますけれども、できるだけ早めの検討というのが望まれる

と思いましたので、その点のみはコメントさせていただきます。 

以上です。 

○山内座長 

ありがとうございます。ほかにいらっしゃいますか、委員の方。 

それでは、電事連、佐々木オブザーバー、どうぞ。 

○佐々木オブザーバー 

電事連の事務局長、佐々木でございます。ありがとうございます。 

全体の部分で申し上げたほうがいいのか、この中間整理（案）のところでコメントすれば

いいか、ちょっと迷うところがあるのですが、内容に関わる部分もございますので、ここで

コメントをさせていただきます。 

これまでも申し上げてきたので、改めてのコメントということになります。合成メタンは

条件がそろえば発電用燃料としての利用も選択肢となり得ると考えておりますが、中間整

理（案）の７ページに記載のとおり、燃焼時に排出される二酸化炭素の扱いについて、明確

な国際ルールがないという点が、やはり大きな課題であると認識しております。 

また、８ページの「原料となる二酸化炭素の起源の視点」につきましては、ＣＯ２の起源

に加えまして、上流での排出削減の結果にかかわらず、合成メタンはカーボンニュートラル

とみなせるという前提があるとすれば、世界的な受容性という点で非常にハードルが高い

と思いますので、18 ページに記載のとおり、早急に制度等の整備と調整を進めた上で、ど

のような合成メタンをカーボンニュートラルとみなすのかという前提条件の明確化が不可

欠と考えております。 

なお、海外メタネーションのＣＯ２カウントに関する国際ルールにつきましては、最終的

に日本国内での排出時に計上するという結論になることも想定されます。リスク対応とい

う観点におきましては、既にカーボンニュートラルとみなされているバイオメタンの利用

拡大や、欧州の状況を踏まえた水素の導管注入など、カーボンニュートラル化の手段の多様

化が引き続き重要であると認識しております。 

最後になりますが、17 ページに記載の電力供給とガス供給のセクターカップリングにつ

きましては、エネルギー基本計画で示されている脱炭素電源による電化の推進の方針に沿
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った制度設計をよろしくお願いしたいと思っております。 

私からは以上でございます。 

○山内座長 

ありがとうございます。それでは、次は日本ガス協会、早川オブザーバー、どうぞ。 

○早川オブザーバー 

早川です。先に全体のことについてお話しさせていただきます。これまでワーキングの中

でも要望させていただきましたが、本日提示された中間整理において、脱炭素エネルギー間

の公平な競争や、ＬＮＧとの価格差に留意した導入促進策の検討を進めるといった記載を

いただいていることに対して感謝申し上げます。 

導入促進策については、2050 年のカーボンニュートラル実現に向けて中長期な視点で検

討を進める方針と受け止めております。都市ガス業界も、2050 年に e-methane の導管注入

90％という長期の目標を掲げており、この方針に賛同いたします。 

一方で、長期目標の達成に向けては、早期に大規模プラントによる e-methane製造を実現

し、世界に先駆けて日本で e-methaneを販売していくことが、産業競争力の維持拡大の観点

からも必要不可欠と考えております。本日の中間整理を踏まえて、速やかに導入促進策に関

する具体的検討を開始いただくとともに、その導入促進策については、2025 年の投資意思

決定判断を控えたファーストムーバーへの支援にも適用可能なものとしていただきますよ

うお願いいたします。 

また、先ほど松村委員からご指摘がありましたが、我々も将来的には、e-methaneのＣＯ

２については、ＤＡＣあるいはバイオガスや e-methane 由来のＣＯ２から回収することを想

定しております。 

一方で、トランジション期においては、まだＤＡＣ等にはイノベーションが必要であり、

集積という観点からは、産業由来のＣＯ２を回収したほうが、経済効率性が遥かに高いこと

から、トランジション期については、こうした合理性を大事にしていくことも必要と考えて

おります。 

いずれにしても、カーボンリサイクルという考え方で、カーボンニュートラルに貢献して

いくことを我々は考えておりますので、そのカーボンニュートラルに資する、カーボンリサ

イクルに資する制度づくりを進めていただきたいと思っております。 

私からは以上です。 

○山内座長 

ありがとうございます。ほかにご発言のご希望はいらっしゃいますか。 

よろしいですかね。それじゃあ、先ほど松村委員の意見もありましたので、事務局からお

願いいたします。 

○野田室長 

ありがとうございます。６ページの追記をした部分についてのご意見をいただいたわけ

でございます。委員おっしゃるとおり、今、過渡期における合成メタンとこのバイオマスと
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いったところの、本質的な違いがあるにもかかわらず、ここに、こういうふうに書くという

ことは誤解があるのではないかというようなお話だったかというふうに思います。ご意見

を受け止めて、考えたいと思います。 

恐らく、トランジション期における合成メタンというのは、今、早川委員からもありまし

たとおり、産業分野の化石燃料利用があるということを前提に、化石燃料由来のＣＯ２を回

収して使うということも想定をしているということから、ある意味、その排出削減の二重カ

ウントというものを防ぐための調整ということを、時々ネットゼロという言葉で使ってし

まうということがあるのかもしれませんけれども、そこの意味が多分、一般的なネットゼロ

ということとは違うということなんだろうというふうに思います。 

そうしたときに、早川オブザーバーからもありましたとおり、カーボンリサイクル燃料、

合成メタンといったものも、原料ＣＯ２を最終的には化石燃料由来から非化石に切り替えて

いくということが視野に入っているということでございますので、そうなれば、ある意味バ

イオマスと同じような考え方があるのかもしれませんけれども、専らこの場で議論してい

たことは、過渡期のことについての議論をしておりましたので、そういった中で、この追記

をした４行がミスリーディングであるということについては、受け止めさせていただいて、

削除ということも含めて考えさせていただければと思います。 

大石委員からご指摘ありました点、同じここの部分でありますけれども、例えば木質ペレ

ットのようなバイオマスのエネルギー利用について、その分、森林等の吸収部分というのが

減っているということが、恐らくインベントリでの考え方なのだろうと思います。 

一方で、固定されていたＣＯ２が大気に放出をされるということについて、その分、新た

に森林がＣＯ２を吸収・固定するまでの間、大気中のＣＯ２が増加をするというような意見

というのが、国際的には、最近はあるということなのだろうと思います。 

一方で、それが今すぐ国際的なルールメイキングでいろいろ変わっていくかというと、そ

うではないかもしれませんけれども、委員からいただいたご指摘というのは、このバイオマ

スに関する今の国際的なルールや国内的なルールというものも決して普遍ではない、変わ

り得る、ということも念頭に置くべきというご指摘というふうに受け止めさせていただけ

ればと思います。 

武田委員からありました、16 ページの３行目以降の意味ということでございます。ＥＵ

のガス指令案、規則案といったものが、競争的な脱炭素ガス市場を実現しようということで

提案をされているということは、ワーキングの中でも説明をさせていただいたとおりでご

ざいます。 

そういった中で、15ページの報告書の中にも記載をさせていただいています。13行目で

ありますけれども、こういった中で、再生可能ガス・低炭素ガスのガス供給インフラへのア

クセス確保といったことも、ＥＵの中では検討しているということなのだろうと思います。

そういった意味で、ＥＵは、バイオメタン、水素、合成メタンの供給者といったものが、Ｌ

ＮＧ基地でありますとか既存のガス導管に接続をできて、さらにそのガスの卸売市場に参
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入できるということを、非常に重視しているということなのだろうと思います。 

ですので、こういったガスに関する市場のルールといったことと、今後出てくるであろう

ＥＵのガスに関する国家補助といったものは不可分一体に検討されて、制度として出てき

ているということを考える必要があると。単純に、支援のところだけを見て議論するのでは

なく、その裏側に、制度のところで競争促進といった考え方をＥＵは取っているということ

を一体として理解するということが大事であるということで、ここは書かせていただいて

いるものでございます。 

以上です。 

○山内座長 

ありがとうございました。ということでお答えなんだけど、いかがですかね。今、事務局

からのお答えについて。 

６ページのところは、どうですかね。具体的に、結局直すのか、あるいは、場合によって

は削除するのもあり得えますというお話だったけど。 

この点について、追加的なご意見等はありますか。 

分かりました。じゃあ、ちょっと。 

武田委員、ご発言。どうぞ、武田委員、ご発言ください。 

○武田委員 

どうもご説明ありがとうございます。納得いたしました。修正等を求めるものではありま

せん。次の議題に関わることかと思いますけれども、大変重要なご説明であったと思います。

どうもありがとうございます。 

○山内座長 

ありがとうございます。ほかにご発言はありますか。 

それでは、これについてはどうしますかね。 

○野田室長 

松村委員からご指摘のところは削除をした形で。 

○山内座長 

はい。という形でよろしいですか、松村委員。 

○松村委員 

はい。追加の発言はありません。結構です。 

○山内座長 

承知いたしました。それで、中間整理（案）の全体について、ほかにご発言がないようで

あれば、先ほどの６ページの点は、松村委員ほかの方もご指摘がありましたので、そこを修

正するということで、取りまとめ案にしたいというふうに思います。修正といっても、これ

は削除ですので、そこの部分を削除するとご認識ください。ただ、ほかに何か細かい点が出

てきましたら、また私のほうにご一任いただいて、それについて対応するということにさせ

ていただきますが、基本的にはこの内容、そして、６ページの一番下のところを削除すると
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いう内容で、皆さん、ご了承いただけますかね。 

特にご発言が、ご反対がないようですので、それでは、そのように取りまとめさせていた

だこうと思います。 

ということで、この中間整理（案）については、ご協力をいただいて、この形で、一部修

正の上、まとまったということになりますが、ここのところずっと、これは２月からですか

ね、６回ぐらい、都市ガスのカーボンニュートラル化について議論をしていただいているわ

けであります。基本的には、合成メタンの技術開発状況とか、それからバイオメタンの活用

ですね。それからＥＵの動向、幅広く、いろいろ状況、課題ということで把握して、ヒアリ

ングを行いましたし、その上で、都市ガスのカーボンニュートラル化のイメージということ

で、今後の方向性をやってきて、それが今日まとまったということだと思います。 

それについても皆さんに大変感謝しなければいけないんですが、その末に、最後ですので、

これまでの審議を振り返って、あるいは今後の検討に向けてのご意見も含めて、自由討議と

いうふうにさせていただこうと思います。 

それでは、これから先は、ご自由にご発言ということであります。 

今、小林委員からご発言をご希望ということで、どうぞ小林委員、ご発言ください。 

○小林委員 

ありがとうございます。すみません。今、座長がまとめていただいたときで申し訳ないん

ですけども、16 ページの「今後の都市ガスのカーボンニュートラル化の具体的イメージ」

の①ですけれども、この記載の中で、「水素は、カーボンニュートラルな」という３行がご

ざいますけれども、水素が「水素専用の導管やローリーにより需要家に供給され、需要家に

おいて様々な用途で直接利用される」、これはそうだと思いますけれども、この水素専用、

直接利用するこの水素が、これが都市ガスというようなイメージがここからは受けられる

んですけれども、これは一般論がここに書かれているという理解でよろしいんでしょうか。

すみません。ちょっと戻って恐縮ですけど、よろしくお願いいたします。 

○野田室長 

それでは説明させていただきます。導管によるガスの供給といったところが、いわゆるガ

ス事業法のガス供給になるわけでございますので、導管による水素の供給というのは、いわ

ゆるガス事業うに当たることになります。 

ただ一方で、ローリーで供給をすると、導管を使わないということであると、ガス事業法

の外になるということでございますので、ここの記述はある意味、導管による水素の供給と

いうことと、導管によらない、ガス事業ではない水素の供給があるということについて記載

をしているということでございます。 

○山内座長 

ということで、いかがでしょうか。 

○小林委員 

誤解がなければ、これで結構です。ありがとうございます。 
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○山内座長 

ありがとうございます。それでは、今、東電ＥＰの結城オブザーバーがご発言をご希望で

すけど、委員の方がいらっしゃれば、ご発言を優先したいと思いますが、いかがですか。 

それでは東電ＥＰ、結城オブザーバー、どうぞご発言ください。 

○結城オブザーバー 

東京電力エナジーパートナーの結城です。音声は聞こえていますでしょうか。 

○山内座長 

はい、大丈夫です。 

○結城オブザーバー 

まずは、今回の中間整理の取りまとめにご尽力いただきました委員の先生方や事務局の

皆様に対して、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

私からは、お客様に対して電力とガスを販売しているという小売事業者の立場で、今回自

由討議ということですので、ちょっと俯瞰した視点で１点意見を申し上げたいと思います。 

今回のこのワーキングでは、思うにエネルギーを供給する事業者側ができること、やれる

ことといった視点で都市ガスのカーボンニュートラル化について議論が進められてきたと

いうような認識をしております。一方で、ベンチマークとなりますけども、電気、電力の分

野のカーボンニュートラルにつきましては、最近のトレンドとしまして、世界の主要企業が

使用する電気を再エネ 100％とするということを目指す国際的なイニシアチブであるＲＥ

100 におきましても、15 年を経過した古い水力発電等による電力供給は再生可能エネルギ

ーとみなさないといった見直しも行われておりまして、ユーザー側の評価がカーボンニュ

ートラル化の手段に大きな影響を及ぼし出しています。 

実際に私どもも、日本に進出している外資系の企業様等から、再生可能エネルギーの電気

として新規性、追加性がある再エネ電源でないと価値を見いだせないといった、生の声、ご

要望もいただいています。 

電気、電力のこういった動きを踏まえますと、今後、都市ガスにおきましても、世界中の

いろんなユーザーの方からいろんな評価をいただくということが想定されまして、その手

段が国際的にカーボンニュートラルとして認められるか否かの判断がいろいろ変化する、

変わってくる可能性があると大石委員もおっしゃっていましたけども、そういうことを想

定しております。 

ということで、今回の中間整理を踏まえて、今後、都市ガスのカーボンニュートラル化に

ついて検討をさらに深めていくに当たりましては、我が国の都市ガス事業が世界からガラ

パゴス化して産業競争力を失うようなことがないよう、国際的なマーケットや、生のユーザ

ーさんの視点も十分に意識、配慮して、今後、今回の中間整理を最終的な整理としていくと

きには、そのような視点も十分に意識して検討を深めていただければと思っております。 

私からの意見は以上です。 

○山内座長 
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ありがとうございます。また事務局のほうから、まとめてご回答いただこうと思います。 

草薙委員、どうぞご発言ください。 

○草薙委員 

草薙でございます。私は、今後カーボンニュートラルを実現していく上ではあらゆる可能

性を追求していく必要があるというふうに考えますので、ちょっと結城オブザーバーの考

え方とは違うかもしれませんけれども、脱炭素エネルギーの間の公平性ということは踏ま

えた上で、水素とかアンモニアといったものと同等の支援の必要性というのが強くあると

いうふうに思っております。そのために、ＬＮＧとの価格差を念頭に置いた支援策というこ

とで、値差補填ということを我々は熱心に議論しましたし、やはりそれは必要なのだという

ことが確認されたというふうに思っております。 

やはり、ファーストムーバーが自信を持って 2030年頃までに e-methaneの供給を開始す

るという、そういう最終投資決定を 2025年にしっかりとしていただくためには、スピード

感を持った検討スケジュールが必要だというふうに考えます。日本初の新たな産業を創出

する機会でもございます。また、ＧＸを推進する上での意義が非常にある内容であります。

そういうことがありますので、特にファーストムーバーへ、その後押しとなる支援が必要な

んだろうというふうに思います。 

このことに関しましては、ファーストムーバーに対する支援のＧＸ推進上の意義が非常

に大きいということを幾つかの論点で示すことができると思うんですね。例えばＣＯ２のカ

ウントルールというのは、e-methaneに限らずカーボンリサイクル燃料全般で整理が必要だ

ということにはなりますけれども、e-methaneの実際のプロジェクトがなければ、恐らく国

際的なルールメイクにおいて日本が主導することはできないと思われます。したがって、フ

ァーストムーバーが e-methane の本格生産にいち早く取り組むということで、日本に有利

なカウントルールの確立ということができるのではないかということもありますし、また、

電化が困難な産業用の熱需要があるメーカーなどに対して、世界に先駆けて日本で e-

methaneを販売することで、熱需要の言わばシームレスな脱炭素化への道筋を早期に示すこ

とができるというふうに思います。 

そうすることにより、国内産業の海外への流出ということも防ぐことが可能になります

し、産業界に対して、雇用の維持や設備更新費用の抑制といったメリットの提供も可能にな

りますし、産業競争力の維持拡大が可能になるというふうに考えます。そして、海外サプラ

イチェーンをより早く構築することで、上流権益を有利な条件で獲得して、日本が海外から

競争力のある価格で e-methaneを調達し、また、提供することができるようになっていくの

だと考えます。ファーストムーバーの役割は非常に大きいというふうに思います。 

そういった大規模メタネーション技術の産業化ということのためには、やはり商用化支

援ということが重要だと思います。商用化支援を通じて早期に大規模プラントによる e-

methane製造を実現していくことで、量産技術の確立、それから技術規格の標準化といった

ことを主導していける。それが、メタネーション技術の早期産業化から可能になっていく。
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日本の技術を海外に展開するというのは、そういったところから始まっていくのだろうと

いうふうに思われますので、ぜひともファーストムーバーに対する支援ということをしっ

かりと行っていくべきということで、７月以降はぜひ、そういう検討ができればと願ってお

ります。 

以上です。 

○山内座長 

ありがとうございます。次は橋本委員ですね。どうぞご発言ください。 

橋本さん、ミュートになっています。 

○橋本委員 

すみません、橋本です。聞こえていますか。大丈夫ですかね。 

○山内座長 

はい、大丈夫です。 

○橋本委員 

すみません。ありがとうございます。 

今回の事務局の中間整理に関しては、私は、全く異論はございません。すばらしく、いい

ものだと思います。事務局に感謝いたします。 

先ほど草薙議員がいろいろご発言していました。それに、少し冗長にはなりますけども、

経済学の視点からちょっと原理原則に関して付け加えたいなというふうに考えております。 

特に、支援に関してなんですけども、今後議論していく際には、ぜひご検討いただきたい

ということがあります。まず、学問的な視点から支援というのを見たときに、三つの考え方

があって、この三つの考え方にきちんと合致しているかどうかというのを、ぜひ今後、支援

の際には考えていただきたいと思っています。 

一つ目は、民間では実施することができないほどの大規模なプロジェクトなのか、あるい

は、リスクを民間では取れないぐらい大きなリスクというか、不確実性があるものなのか、

それをぜひ検討して、支援していただきたい。 

それから二つ目は、外部効果が非常に大きくて市場原理になじまないようなものなのか

どうかというのを、ぜひ支援の際には検討していただきたい。 

それから三つ目が、これが一番重要だと思うんですけど、本来、市場メカニズムでも実施

は可能であるが故に、支援の必要はないはずなんだけれども、ただ、市場メカニズムで実現

する時期を早めたいが故に政府が支援するという、そういう意図というか、そういう意味が

ある場合には支援をした方がいいというふうに私は考えております。ですから、実際支援す

る際には、この三つをぜひご検討いただければと思います。 

それから、あと、三つに加えて、財政投資の原理なんかがそうだったんですけども、本来、

自助努力が期待される分野に関しては、税金よりも受益者負担の方が望ましいですので、そ

の辺のところも、ぜひご検討いただければなというふうに思います。 

より具体的に、ちょっと申し上げたいのは、例えば合成メタンに関する値差補填とか、そ
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ういう議論なんかも今後、細かくされていくことになるかと思うんですけども、ＦＩＴみた

いなそういう制度に関しては、結局その需要者が最終的なリスクというのを取るような形

になってしまっていますので、そういう支援策というのを導入する際には、できれば、可能

ならば、製造する事業者側にもオークションのような何らかの競争原理というのを導入し

て、お互いリスクをシェアし合うような形で支援を導入するのが望ましいのではないかな

というふうに考えております。 

それから、あともう一点、ぜひ将来的にご検討いただきたいことなんですけども、今回の

松村委員とか大石委員の議論にありましたように、ＣＯ２の排出のカウントとかというのは、

やはり非常に細かいところになってくると難しいと思います。そういうときの調整弁とし

て、恐らくＣＣＳというのが存在していると思いますので、今後はＣＣＳに関する議論とい

うのをもう少し積極的に行って、可能ならば、ＣＣＳの数値目標みたいなものも具体的に出

して、それでＣＣＳの技術開発というのも積極的に進めていく必要があるのではないかな

というふうに考えております。 

以上です。ありがとうございます。 

○山内座長 

ありがとうございます。その次は、又吉委員、どうぞ。 

○又吉委員 

中間整理を取りまとめいただきまして、ありがとうございます。 

私からは、今後について、１点だけコメントさせていただければと思います。 

一定の事業リスクを負い、都市ガスのカーボンニュートラル化に係る投資判断を行うフ

ァーストムーバーに対する支援は、日本のＧＸ推進の観点から非常に重要ではないかとい

うふうに考えております。 

今回の中間取りまとめの公表後、他の脱炭素エネルギーに大きく劣後しないスケジュー

ル感を意識しつつ、ファーストムーバーの投資判断を後押しするための支援制度の詳細設

計の検討が進むことを期待したいというふうに考えております。 

私からは以上になります。よろしくお願いいたします。 

○山内座長 

ありがとうございます。ほかにいらっしゃいますでしょうか。 

二村委員、どうぞ。 

○二村委員 

ありがとうございます。私、今回の議論に参加しまして、バイオガスの利用ですとか、あ

るいはＥＵ等でのガスの利用のされ方というのが非常に参考になりました。そういう意味

では、今後の議論の中で、一つはガスを、今回どういうふうに作るかというところの話が多

かったんですけれども、どのように効率的、効果的に利用するかというあたりについても議

論が必要なのではないかなというふうに思いました。 

具体的には、分散型のエネルギーとしてどういうふうに使えるかということであったり、
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あるいは、いわゆる省エネのようなことになるかと思うんですけれども、効率的に利用する

ための技術ですとか制度ですとか方法ですとか、そういったところも議論が必要かなとい

うふうに思いましたということです。 

以上です。 

○山内座長 

ありがとうございます。そのほかは、いかがでしょうか。 

委員の方で、大石委員、どうぞご発言ください。 

○大石委員 

ありがとうございます。今まで皆様がおっしゃってくださったことと重なるんですけれ

ども、やはり、なるべく早くカーボンニュートラル化を進めるために必要な技術としても、

やはり最終的にはそれを使う消費者、需要家の理解があって、初めて進むものだと思います。

最初の取りまとめのところでも少し意見を申し上げましたけれども、やはり今後は需要家

側の理解ということがちゃんと得られるような設計といいますか、それをぜひ進めていた

だきたいと思います。 

やはり、今一番、私として気になっているのは、実際にカーボンニュートラルに資するか

ということもそうですし、それから国際的なルールというのがまだちゃんと決まっていな

いというところは、これは需要家にとっても、それから事業者にとっても大きな不安事項に

なると思います。ここをぜひ早期に整理して、できれば日本が率先して進めていくことが重

要かなというふうに思いました。 

以上です。 

○山内座長 

ありがとうございます。ほかに、委員の方はいらっしゃいますか。 

それではガス協会の早川オブザーバー、今、手が挙がりましたね。男澤委員、どうぞご発

言ください。 

○男澤委員 

すみません。コメントの入力がうまくいかず、手挙げボタンで失礼いたしました。男澤で

す。発言させていただきます。 

このたびの中間整理の取りまとめ、本当にありがとうございました。その中でも触れられ

ていたことではございますけれども、やはり 2050年、2030年に向けたカーボンニュートラ

ルの推進というものを見据えたとき、ファーストムーバーの方の果たす役割の重要性とい

うものは理解しているところでございます。この後、やはり投資意思決定というようなスケ

ジュールも見据えながら、７月以降、商用化支援等が速やかに進むために何が必要なのかと

いう議論を丁寧に重ねていく必要があるのかと理解したところです。 

また一方で、やはりこれ、最終的に、自由化にとってのメリットということが非常に重要

になってこようかと思います。そういった意味では、こちらも中間整理の中にもあったこと

でございますけれども、最終的な排出量削減のカウントルール、ここのところが見えてこな
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いと、なかなか需要者にとってのメリットが確定しないということになりますので、この国

際的な意見発信も含めて、今後の排出量カウントに関してどのようなリーダーシップを取

っていくかということに関しても、併せて議論が深められればというふうに思っておりま

す。 

以上でございます。 

○山内座長 

ありがとうございます。松村委員、どうぞ。 

○松村委員 

松村です。聞こえますか。 

○山内座長 

はい、聞こえております。 

○松村委員 

さっきと同じことを言いますが、私は先ほどのラウンドでの日本ガス協会の回答も不満

です。トランジションでとても重要だというのは十分分かるのですが、ファーストムーバー

を支援する、あるいは、シームレスなエネルギー利用をサポートしていくというのが、目先

のことに偏っているのではないかと懸念しています。最終的に 2050年には滅びてしまう産

業をサポートしろと一生懸命このワーキングは言っているのではない。サステナブルな産

業で、ゼロエミッション社会で重要な役割を果たし続ける産業というのが前提。そのうえで、

ゼロエミッション社会に大きく貢献していくためにいろいろサポートするべきだという議

論しているのだと思う。そうだとすれば、やはり出口に対して、業界が確固たる意思を示さ

ないのにサポートするのは、ちょっとどうかしているのではないかと思います。 

私自身も、水素だとかアンモニアだとかへの支援に劣後するのはおかしいと発言してき

たわけですが、これは、最終的にはゼロエミッションの社会の重要なピースになってくれる

ことを前提にしてそのようなことを言っている。出てくる議論はもうみんなトランジショ

ンの話ばっかりで、本質的なゼロエミッション化に関しては、少しだけ具体的な取り組みに

言及はするけど、不確実性を強調して逃げ道を作ることに熱心で、すぐに移行期の話に戻し

てしまうという印象を与え続けている。そんな先の話ではなく、地に足の着いた、移行期の

話をすることが重要なのはよく分かるのだけれど、今ルールを整備して、今このプロジェク

トを立ち上げることがとても重要なのは、それは将来につながるからであり、ファーストム

ーバーを仮に支援するとして、それが動き出して、その設備が償却する頃には、もう滅んで

いるような。そんなものをファーストムーバーだからといって支援するというのは、かなり

おかしな話。そうではなく、これ、シームレスに、次につながっていくということがあって

初めて強い支援の意義が出てくると思います。 

私は、この最終的な姿の議論や覚悟が業界にかけており、アリバイ作りのために少しだけ

取り組みを紹介するが、できるかどうかわからないと及び腰な態度で、不退転の覚悟に欠け

ている印象を与えたままで、国民の理解が本当に得られるのか。このワーキングに出ている
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人はみなガス業界に対して理解を示してくださると思うのですが、業界のサポーターはと

もかくとして、本当に国民の理解を得られるのかを、もう少し業界も真摯に考えるべきだと

思いました。 

以上です。 

○山内座長 

ありがとうございます。ほかにいらっしゃいますか。 

それじゃあ、日本ガス協会、早川オブザーバー、どうぞご発言ください。 

○早川オブザーバー 

ありがとうございます。松村委員からのご発言がありまして、先ほど十分に伝え切れなか

ったかと思います。我々は、決していいかげんなことをしているわけではなく、将来的に、

先ほども申し上げた通り、ＤＡＣ、あるいは e-methane、カーボンリサイクルも含めて、日

本のエネルギーの根幹の熱の部分をカーボンニュートラル化して、しっかり供給していく

ということを前提に業界として動いています。これがまさに 2050年の姿であり、そこにつ

いては全く変わりないと思っています。 

そして、そこに至る道筋として、またイノベーションも必要なところで、日本の産業界が

安心していただけるように、しっかりと早期から将来にわたって、既存インフラを使ったカ

ーボンニュートラルなガス供給ができるという姿を早く示すことが、日本全体の社会コス

トの低減につながると思っており、それがファーストムーバーにつながってくると思って

います。 

いずれにしましても、我々業界ということだけではなくて、やはり日本のエネルギー全体

を考えたときに、今回のＧ７の中でもカーボンニュートラルへの多様な道筋ということが

示されましたが、やはり一番大事なのはＳ＋３Ｅで、これはどちらかといえば需要側の意見、

議論が進んでいますが、やはり供給と需要が本当に安心して使えるようなものになってい

くのか、そのときに、経済、コストも国際競争力を持った形でエネルギーを供給できるかと

いったときに、必ず e-methane を中心にカーボンニュートラルなガスを供給することが必

要だと思って我々としては動いています。ぜひ、そうしたご理解をいただければと思います。 

私からは以上です。 

○山内座長 

ありがとうございます。ほかにいらっしゃいますか。 

それでは、いろいろ意見を伺いましたけど、事務局としての受け止めといいますか、その

辺についてコメントはありますでしょうか。 

○野田室長 

ありがとうございます。ファーストムーバーの件について、いろいろと委員からのご発言

がありましたけれども、当然ファーストムーバーのいろいろな取組、スケジュール感といっ

たところは念頭に置かせていただいた上で、2050 年に向けたカーボンニュートラル化をど

ういうふうに進めていくのかといったところを、この中間整理の最後のところにも書いて
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ありますけど、規制・支援一体型で議論をしていきたいというふうに思っています。 

決して、ファーストムーバーのことだけを考えた仕組みということを考えているという

ことじゃなくて、それも含めて、広く長い時間軸で検討していきたいというふうに思ってお

りますが、もちろん、長い時間軸の視点を持ちながら、スピード感も持って検討していきた

いというふうに思います。 

○山内座長 

ありがとうございました。それに加えて、ご発言のご希望はいらっしゃいますか。 

よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

さっき橋本さんも言ってたんですけど、やっぱりマーケットだけで拾えないところとい

うのがあって、それを支援ないしは規制も含めてやっていくんだと思うんですけども、それ

にしても、それが将来につながるというところが大事でありまして、そこのところをなるべ

く早く形にして出していく。逆に言うと、そのためのまた支援ということになろうかと思い

ます。ということなのかなというふうに思いました。 

いずれにしても、これから、またさらに議論を深めて、今お話がありましたように、スピ

ード感を持って対応していかなきゃならない問題だというふうに思っております。 

ありがとうございました。もし、よろしければ、以上ということにさせていただきます。 

 

３．閉会 

 

○山内座長 

今日は、中間整理（案）を、皆様、一部修正がありますけれども、お認めいただきまして

ありがとうございました。 

これをもちまして、第 31回ガス事業制度検討ワーキング、これを終了したいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 


